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弁護士　琴浦 諒

既存のインド企業に出資または、
買収する際に留意すべき規制に
ついて、概要を解説する。

連
載  
海
外
事
業
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
─
─

イ
ン
ド
進
出
に
お
け
る

法
務
の
基
礎
知
識

第❽回
既存インド企業に出資
（買収）する際の規制

〈
前
号
か
ら
続
く
〉

既
存
の
会
社
へ
の

出
資
／
買
収

5
　

前
回
ま
で
は
、
イ
ン
ド
に
事
業
拠
点

（
特
に
会
社
）
を
一
か
ら
設
立
す
る
場

合
の
手
続
き
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
て

き
た
が
、
今
回
か
ら
は
、
既
存
の
イ
ン

ド
企
業
に
対
し
て
出
資
を
行
い
、
ま
た

は
既
存
の
イ
ン
ド
企
業
を
買
収
す
る
場

合
（
す
な
わ
ち
、
既
存
の
イ
ン
ド
企
業

の
株
式
を
取
得
す
る
場
合
）
の
規
制
上

の
留
意
点
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　

既
存
の
イ
ン
ド
企
業
に
出
資
し
、
ま

た
は
買
収
す
る
際
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
イ
ン
ド
法
上
の
主
な
規
制
は
、

・
外
資
規
制

・
株
式
取
得
・
譲
渡
価
格
規
制

・�
開
示
規
制
（
上
場
株
式
を
取
得
す
る

場
合
）

・�

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
（
上
場
株

式
を
取
得
す
る
場
合
）

・�

公
開
買
付
規
制
（
上
場
株
式
を
取
得

す
る
場
合
）

・
企
業
結
合
規
制

の
六
つ
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の

規
制
に
つ
い
て
、
概
要
を
解
説
す
る
。

（
１
）
外
資
規
制

　

本
規
制
は
、
イ
ン
ド
へ
の
直
接
投
資

に
対
す
る
規
制
で
あ
る
た
め
、
既
存
の

イ
ン
ド
企
業
に
出
資
し
、
ま
た
は
買
収

す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
会
社
を
一
か

ら
設
立
す
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。

　

日
本
企
業
を
含
む
イ
ン
ド
非
居
住
者

が
、
新
設
ま
た
は
既
存
の
イ
ン
ド
内
国

会
社
の
株
式
を
取
得
す
る
行
為
は
、
既

存
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
取
得
で
あ
る
か

新
株
発
行
に
よ
る
取
得
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
外
国
直
接
投
資
（Foreign D

i-
rect Investm

ent

）
に
該
当
し
、
一
九

九
九
年
外
国
為
替
管
理
法
（Foreign 

Exchange M
anagem

ent A
ct, 1999

〈
Ｆ
Ａ
Ｍ
Ａ
〉。
以
下
「
イ
ン
ド
外
国
為

替
管
理
法
」
と
い
う
）
お
よ
び
そ
の
関

連
法
令
、
通
達
に
基
づ
く
外
資
規
制
を

受
け
る
。

　

二
〇
一
二
年
三
月
末
現
在
、
イ
ン
ド

に
お
け
る
外
国
直
接
投
資
は
、「
統
合

版
外
国
直
接
投
資
方
針（Consolidated 

FD
I Policy

）」
と
呼
ば
れ
る
政
府
通
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管理、知的財産権管理等に関するアドバイスを多数行っている。

と
は
、
イ
ン
ド
政
府
の
事
前
承
認
な
く

し
て
イ
ン
ド
準
備
銀
行
（
Ｒ
Ｂ
Ｉ
・
注

１
）
に
対
す
る
事
後
報
告
の
み
で
外
国

直
接
投
資
を
行
う
場
合
の
投
資
方
法
の

呼
称
で
あ
る
。
他
方
で
、
複
数
ブ
ラ
ン

ド
の
小
売
事
業
等
、
一
定
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
外
国
直
接
投
資
に
あ
た
っ
て

事
前
の
政
府
承
認
（
注
２
）
が
必
要
と

さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
「
政
府
ル
ー

ト
（Governm

ent Route

）」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
企
業
を
含
む
イ

ン
ド
非
居
住
者
は
、
イ
ン
ド
政
府
が
個

別
に
外
国
直
接
投
資
を
規
制
し
て
い
る

業
種
ま
た
は
分
野
の
事
業
を
営
ん
で
い

る
イ
ン
ド
内
国
会
社
に
対
す
る
投
資
を

除
き
、
一
〇
〇
％
ま
で
自
動
ル
ー
ト
す

な
わ
ち
イ
ン
ド
準
備
銀
行
に
対
す
る
事

後
報
告
の
み
で
、
外
国
直
接
投
資
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
（
注
３
）。

　

イ
ン
ド
政
府
が
個
別
に
外
国
直
接
投

資
を
規
制
し
て
い
る
業
種
ま
た
は
分
野

の
例
と
し
て
は
、
小
売
業
、
保
険
事
業
、

電
気
通
信
事
業
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

他
方
で
、
例
え
ば
自
動
車
や
そ
の
部
品

類
の
製
造
・
販
売
業
や
、
電
気
機
器
の

製
造
・
販
売
業
な
ど
は
、
規
制
業
種
と

し
て
指
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
一
〇
〇
％
ま
で
自
動
ル
ー
ト
で
外
国

直
接
投
資
が
可
能
で
あ
る
。

　

外
国
直
接
投
資
の
規
制
態
様
に
は
投

資
の
全
面
禁
止
の
ほ
か
、
投
資
上
限
の

設
定
が
あ
る
。
イ
ン
ド
へ
の
外
国
直
接

投
資
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
業

種
に
つ
い
て
は
、表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
投
資
上
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る

業
種
は
、
数
が
極
め
て
多
数
に
上
る
た

め
、本
稿
で
は
個
別
列
挙
を
割
愛
す
る
。

（
２
）
株
式
取
得
・
譲
渡
価
格
規
制

①　

規
制
の
内
容

　

イ
ン
ド
外
国
為
替
管
理
法
上
、
日
本

企
業
を
含
む
イ
ン
ド
非
居
住
者
が
、

ⅰ 　
イ
ン
ド
内
国
会
社
の
既
存
株
式
を
、

イ
ン
ド
居
住
者
か
ら
取
得
し
、
ま
た

は
イ
ン
ド
居
住
者
に
譲
渡
す
る
場
合

や
、

ⅱ 　

イ
ン
ド
内
国
会
社
か
ら
新
株
発
行

を
受
け
る
場
合
、

取
得
・
譲
渡
価
格
や
発
行
価
格
を
自
由

に
設
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
「
価
格

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（pricing guideline

）」

と
呼
ば
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く

規
制
が
課
せ
ら
れ
る
。

　

価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
、
株
式
譲
渡

ま
た
は
新
株
発
行
に
関
す
る
価
格
規
制

は
、

ⓐ 　

イ
ン
ド
居
住
者
が
イ
ン
ド
非
居
住

者
に
対
し
て
イ
ン
ド
内
国
会
社
の
既

存
株
式
を
譲
渡
す
る
場
合
、
お
よ
び

表　FDIによる投資が全面的に禁止されている業種

・複数ブランド小売業

・宝くじ事業

・賭博（カジノ等を含む）

・チットファンド（chit�fund）＊1

・ニディカンパニー（Nidhi�Company）＊2

・�譲渡可能な開発権（Transferable�Development�
Rights（TDR））の取引業

・不動産事業または農場（Farm�Houses）の建設

・葉巻や煙草の製造

・�民間部門による投資に開放されていない活動／
産業分野（原子力および鉄道輸送等）

（注１）インドの中央銀行であり、日本の日本銀行に相当する。

（注２）�外国投資促進委員会（Foreign� Investment�Promotion�
Board〈FIPB〉）と呼ばれる政府機関が事前承認権限
を有する。

（注３）�このようなインド外国為替管理法上の自動ルートに
よる投資承認の原則は、日本の外国為替および外国貿
易法上「対内直接投資案件は、一定の事前届出案件を
除いてはすべて日本銀行を通じた事後報告で足りる」
とされていることに類似する。

達
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
。
同
通
達

は
、
イ
ン
ド
の
外
国
直
接
投
資
規
制
を

一
つ
の
冊
子
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
の
発
行
以
降
、

毎
年
四
月
と
一
〇
月
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
二
年
三
月
末
現

在
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
日
に
発
行

さ
れ
た
版
が
有
効
で
あ
る
）。

　

同
方
針
上
、
イ
ン
ド
へ
の
外
国
直
接

投
資
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
外
国
直
接

投
資
が
規
制
さ
れ
て
い
る
業
種
ま
た
は

分
野
を
除
い
て
は
自
動
ル
ー
ト
に
よ
り

最
大
一
〇
〇
％
ま
で
外
国
直
接
投
資
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。

「
自
動
ル
ー
ト（A

utom
atic Route

）」

＊1　�一定数の個人が契約により出資し、集まった出資金を
抽選等により賞金として分配するファンドをいう。日
本法上の無尽に類似。

＊2　インド会社法上の互助金融会社をいう。
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イ
ン
ド
内
国
会
社
が
イ
ン
ド
非
居
住

者
に
対
し
て
新
株
を
発
行
す
る
場
合

（
い
わ
ゆ
る
内
→
外
の
取
引
）
と
、

ⓑ 　

イ
ン
ド
非
居
住
者
が
イ
ン
ド
居
住

者
に
対
し
て
既
存
株
式
を
譲
渡
す
る

場
合
（
い
わ
ゆ
る
外
→
内
の
取
引
）

と
で
、

同
一
の
価
格
を
基
準
と
し
て
、
常
に
イ

ン
ド
居
住
者
側
に
有
利
な
規
制
と
な
っ

て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、

・ 

上
場
株
式
の
場
合
、
イ
ン
ド
証
券
取

引
委
員
会
（Securities and Ex-

change Board of India

〈
Ｓ
Ｅ
Ｂ

Ｉ
〉）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
行
わ

れ
る
株
式
の
優
先
割
当
の
割
当
価
格

・ 

非
上
場
株
式
の
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の

登
録
を
受
け
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
１

の
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
バ
ン
カ
ー
、
ま
た

は
勅
許
会
計
士
が
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
評
価
法

（D
iscount Cash Flow

 M
ethod

）

に
基
づ
い
て
決
定
す
る
株
式
の
公
正

な
評
価
額
（fair m

arket value

）

を
基
準
と
し
て
、
ⓐ
の
場
合
、
基
準
価

格
よ
り
も
高
い
価
格
で
株
式
が
譲
渡
ま

た
は
発
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ⓑ

の
場
合
、
基
準
価
格
よ
り
も
低
い
価
格

で
株
式
が
譲
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

こ
こ
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

価
格
規
制
が
取
引
の
障
害
と
な
る
こ
と

は
少
な
い
。

　

む
し
ろ
、
日
本
企
業
と
の
間
で
株
式

取
得
・
譲
渡
価
格
規
制
が
深
刻
な
問
題

と
な
る
の
は
株
式
売
却
の
場
面
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
本
企
業
が
イ
ン
ド
企
業
に

出
資
す
る
際
、
株
式
を
一
株
一
〇
〇
ル

ピ
ー
で
購
入
し
た
と
し
て
、
合
弁
契
約

ま
た
は
株
主
間
契
約
に
お
い
て
「
購
入

価
格
と
同
額
で
の
プ
ッ
ト
オ
プ
シ
ョ
ン

条
項
（
日
本
企
業
が
イ
ン
ド
側
に
強
制

的
に
売
却
で
き
る
条
項
）」
を
合
意
し

て
い
た
と
し
て
も
、
出
資
後
に
当
該
出

資
先
の
イ
ン
ド
企
業
の
株
式
の
基
準
価

格
が
七
〇
ル
ピ
ー
に
下
が
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
、
合
意
ど
お
り
一
〇
〇
ル
ピ
ー

で
売
却
す
る
こ
と
は
、
価
格
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
、
ひ
い
て
は
イ
ン
ド
外
国
為
替
管

理
法
へ
の
違
反
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
た
め
、
既
存
の
イ
ン
ド
企
業
に

出
資
ま
た
は
買
収
す
る
際
に
は
、
株
式

購
入
（
新
株
引
受
）
の
場
面
（
＝
入
口

の
場
面
）
は
も
ち
ろ
ん
、
株
式
を
売
却

す
る
場
面
（
＝
出
口
の
場
面
）
に
つ
い

て
も
、
株
式
取
得
・
譲
渡
価
格
規
制
を

意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
開
示
規
制

　

イ
ン
ド
非
居
住
者
で
あ
る
か
否
か
を

問
わ
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
に
上
場
さ
れ
て
い

に
従
っ
て
行
わ
れ
る
株
式
の
優
先
割
当

の
割
当
価
格
」
と
は
、
後
記
ⅰ
ⅱ
の
価

格
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
を
下
回
ら

な
い
価
格
を
い
う
。

ⅰ 　

基
準
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
六
カ

月
の
株
価
の
終
値
の
週
ご
と
の
最
高

値
お
よ
び
最
安
値
の
平
均

ⅱ 　

基
準
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
二
週

間
の
株
価
の
終
値
の
週
ご
と
の
最
高

値
お
よ
び
最
安
値
の
平
均

　

な
お
、
前
記
に
お
け
る
「
基
準
日
」

と
は
、
既
存
株
式
の
場
合
に
は
、
当
該

株
式
譲
渡
が
実
行
さ
れ
る
日
（
＝
株
式

譲
渡
契
約
の
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
日
）、
新

株
の
場
合
に
は
当
該
新
株
発
行
を
決
議

す
る
株
主
総
会
（
ま
た
は
場
合
に
よ
り

取
締
役
会
・
注
４
）
の
日
か
ら
三
〇
日

前
を
意
味
す
る
。

②�　

実
務
上
、
価
格
規
制
が
問
題
と
な

る
場
面

　

株
式
取
得
・
譲
渡
価
格
規
制
は
、
ま

ず
日
本
企
業
に
よ
る
イ
ン
ド
企
業
の
株

式
取
得
の
場
面
（
＝
入
口
の
場
面
）
に

お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
既
存
株
式
の

譲
渡
、新
株
発
行
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、

多
額
の
プ
レ
ミ
ア
ム
（
本
来
の
株
式
価

値
の
三
〜
四
割
増
か
ら
、
場
合
に
よ
っ

て
は
倍
額
程
度
）
が
付
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
た
め
、
実
際
に
株
式
取
得
・
譲
渡

る
株
式
を
一
定
以
上
保
有
す
る
者
は
、

一
九
九
二
年
イ
ン
ド
証
券
取
引
委
員
会

法（Securities and Exchange Board 
of India A

ct, 1992

〈SEBI A
ct

〉）
な

ら
び
に
そ
の
施
行
規
則
で
あ
る
「
二
〇

一
一
年
株
式
の
大
量
取
得
お
よ
び
買
収

に
関
す
る
規
則（Securities and Ex-

change Board of India 〈Substantial 
A

cquisition of Shares and T
ake-

overs

〉 Regulation, 2011

）」（
以
下「
二

〇
一
一
年
公
開
買
付
規
則
」
と
い
う
）

お
よ
び
「
一
九
九
二
年
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
禁
止
規
則（Securities and Ex-

change Board of India

〈Prohibition 
of Insider T

rading

〉Regulations, 
1992

）」
に
基
づ
く
開
示
規
制
を
受
け

る
。

　

二
〇
一
一
年
公
開
買
付
規
則
に
基
づ

く
開
示
義
務
と
、
一
九
九
二
年
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
禁
止
規
則
に
基
づ
く
開
示

義
務
の
内
容
は
非
常
に
似
て
い
る
が
、

前
者
は
証
券
取
引
所
に
対
す
る
開
示
も

必
要
に
な
る
の
に
対
し
、
後
者
は
基
本

的
に
対
象
上
場
会
社
に
対
し
て
開
示
す

れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
た

開
示
の
様
式
が
異
な
る
点
で
相
違
が
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
規
制
は
、
上
場
会
社
の
株

式
を
保
有
す
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
、

し
た
が
っ
て
非
上
場
会
社
の
株
式
を
保

（注４）�インドでは、新株発行には原則として
株主総会決議が必要とされている。
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有
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
、
い
ず
れ
の
規
制
も
開
示
義
務

が
課
さ
れ
る
ラ
イ
ン
は
五
％
以
上
の
株

式
ま
た
は
議
決
権
の
保
有
で
あ
る
た
め
、

イ
ン
ド
の
上
場
会
社
の
株
式
を
五
％
以

上
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
ら

の
開
示
義
務
の
負
担
が
あ
る
こ
と
を
十

分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

①�　

二
〇
一
一
年
公
開
買
付
規
則
に
基

づ
く
開
示
義
務

　

二
〇
一
一
年
公
開
買
付
規
則
上
、
あ

る
上
場
会
社
の
株
式
ま
た
は
議
決
権
を

（
共
同
保
有
者
と
併
せ
て
）
五
％
以
上
保

有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
当
該
五

％
以
上
と
な
っ
た
取
得
の
日
か
ら
二
営

業
日
以
内
に
、
保
有
す
る
株
式
お
よ
び

議
決
権
の
総
数
等
の
情
報
を
、
当
該
上

場
会
社
が
上
場
す
る
す
べ
て
の
証
券
取

引
所
お
よ
び
当
該
上
場
会
社
自
身
に
対

し
て
、
所
定
の
様
式
に
よ
り
開
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い（
同
規
則
29
条
１
項
）。

　

さ
ら
に
、
五
％
を
超
え
て
株
式
を
保

有
し
、
か
つ
前
記
開
示
を
履
行
済
み
の

者
に
お
い
て
、
二
％
を
超
え
て
保
有
株

式
数
が
変
動
し
た
場
合
、
当
該
変
動
後

二
営
業
日
以
内
に
、
保
有
す
る
株
式
ま

た
は
議
決
権
の
数
お
よ
び
株
式
ま
た
は

議
決
権
保
有
の
変
動
に
関
す
る
情
報
を
、

当
該
上
場
会
社
が
上
場
す
る
す
べ
て
の

証
券
取
引
所
お
よ
び
当
該
上
場
会
社
自

②�　

一
九
九
二
年
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

禁
止
規
則
に
基
づ
く
開
示
義
務

　

イ
ン
ド
で
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

防
止
の
観
点
か
ら
、
①
で
述
べ
た
二
〇

一
一
年
公
開
買
付
規
則
に
基
づ
く
開
示

義
務
と
は
別
個
に
、
一
定
以
上
の
上
場

株
式
を
保
有
す
る
者
は
、
一
九
九
二
年

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
禁
止
規
則
に
基
づ

く
開
示
義
務
を
負
う
。

　

ま
ず
、
一
九
九
二
年
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
禁
止
規
則
上
、
あ
る
上
場
会
社
の

株
式
ま
た
は
議
決
権
を
（
共
同
保
有
者

と
併
せ
て
）
五
％
以
上
保
有
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、
当
該
五
％
以
上
と
な

っ
た
取
得
の
日
か
ら
二
営
業
日
以
内
に
、

保
有
す
る
株
式
お
よ
び
議
決
権
の
総
数

等
の
情
報
を
、
当
該
上
場
会
社
に
対
し

て
、
所
定
の
様
式
に
よ
り
開
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
同
規
則
13
条
１
項
）。

　

さ
ら
に
、
五
％
を
超
え
て
株
式
を
保

有
し
、
か
つ
前
記
開
示
を
履
行
済
み
の

者
に
お
い
て
、
二
％
を
超
え
て
保
有
株

式
数
が
変
動
し
た
場
合
、
当
該
変
動
後

二
営
業
日
以
内
に
、
保
有
す
る
株
式
ま

た
は
議
決
権
の
数
お
よ
び
株
式
ま
た
は

議
決
権
保
有
の
変
動
に
関
す
る
情
報
を
、

当
該
上
場
会
社
に
対
し
て
、
所
定
の
様

式
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
条
２
項
）。

　

ま
た
、
同
規
則
上
、
上
場
会
社
の
取

身
に
対
し
て
、
所
定
の
様
式
に
よ
り
開

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
同
条
２
項
）。

　

こ
れ
ら
は
、
日
本
の
大
量
保
有
報
告

制
度
に
類
似
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
次

の
点
で
異
な
る
。

・ 

日
本
で
は
報
告
先
が
金
融
庁
（
政
府

当
局
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ン
ド

で
は
報
告
先
が
証
券
取
引
所
お
よ
び

対
象
会
社
自
身
で
あ
る
点

・ 

日
本
で
は
一
％
以
上
の
変
動
で
変
動

報
告
が
必
要
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、

イ
ン
ド
で
は
二
％
以
上
の
変
動
で
変

動
報
告
が
必
要
と
さ
れ
る
点

　

前
記
に
加
え
、
あ
る
上
場
会
社
の
株

式
ま
た
は
議
決
権
を
（
共
同
保
有
者
と

併
せ
て
）
二
五
％
以
上
保
有
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、
毎
年
三
月
三
一
日
現

在
に
お
け
る
当
該
上
場
会
社
の
保
有
株

式
お
よ
び
議
決
権
の
総
数
を
、
三
月
三

一
日
か
ら
七
営
業
日
以
内
に
、
当
該
上

場
会
社
が
上
場
す
る
す
べ
て
の
証
券
取

引
所
お
よ
び
当
該
上
場
会
社
自
身
に
対

し
て
、
所
定
の
様
式
に
よ
り
開
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同

規
則
30
条
）。

　

こ
の
開
示
義
務
は
継
続
的
で
あ
り
、

株
式
ま
た
は
議
決
権
の
二
五
％
を
保
有

し
続
け
る
限
り
、
毎
年
三
月
三
一
日
か

ら
七
営
業
日
以
内
に
開
示
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

締
役
ま
た
は
役
員
は
、
会
社
の
取
締
役

ま
た
は
役
員
と
な
っ
た
と
き
か
ら
二
営

業
日
以
内
に
、
そ
の
者
お
よ
び
そ
の
者

の
関
係
者
（dependents

）
が
保
有
す

る
株
式
ま
た
は
議
決
権
の
数
、
ま
た
は

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
お
け
る
ポ
ジ
シ

ョ
ン
な
ど
の
情
報
を
、
当
該
上
場
会
社

に
対
し
て
、
所
定
の
様
式
に
よ
り
開
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
３
項
）。

　

さ
ら
に
、
上
場
会
社
の
取
締
役
ま
た

は
役
員
は
、
最
後
の
開
示
か
ら
そ
の
者

お
よ
び
関
係
者
の
保
有
に
変
動
が
あ
り
、

そ
の
変
動
が
五
〇
万
ル
ピ
ー
相
当
、
二

万
五
〇
〇
〇
株
、
ま
た
は
株
式
も
し
く

は
議
決
権
の
総
数
の
一
％
の
い
ず
れ
か

を
超
え
る
場
合
に
は
、
保
有
す
る
株
式

ま
た
は
議
決
権
の
総
数
お
よ
び
株
式
ま

た
は
議
決
権
保
有
の
変
動
に
関
す
る
情

報
を
、当
該
変
動
後
二
営
業
日
以
内
に
、

当
該
上
場
会
社
が
上
場
す
る
す
べ
て
の

証
券
取
引
所
（
注
５
）
お
よ
び
当
該
上

場
会
社
自
身
に
対
し
て
、
所
定
の
様
式

に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
同

条
４
項
）。

　

な
お
、
前
記
開
示
を
受
け
た
上
場
会

社
は
、
開
示
の
受
領
か
ら
二
営
業
日
以

内
に
、
同
内
容
の
開
示
を
、
当
該
上
場

会
社
が
上
場
す
る
す
べ
て
の
証
券
取
引

所
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
条
６
項
）。 

（注５）�1992年インサイダー取引禁止規則に基づく開示は、基本的に
対象会社に対して行えば足りるとされているが、本項について
は証券取引所に対する開示も必要とされている。


